
事業

全国から

寄附者が下呂市のプロジェクト
に共感して寄附を行います。市
は寄付金を「ふるさと応援基金」
へ積み立てます。

寄附額等に基づき補助金が決
定され、団体へ交付（概算払い
可）されます。団体は事業報告し、
完了後に市へ報告します。

団体は寄附者に対して、事業
の実績や状況を報告します
（団体独自の返礼品贈呈は
可能）

規約を有し、適切な会計処理が行われている公益活
動団体や自治会組織などが対象です。

市の総合計画に適合し、特定の個人・団体の利益に偏
らない、交付対象経費50万円以上の事業が対象です。

募り

補助金額

寄附金が目標に届かなかった場合でも、原則として
事業を中止することはできません（事前の未到達時
計画が必要です）。

市が用意する返礼品はありません。寄附者は純粋に
事業への共感や税制控除を目的として寄附します。

サイト掲載用の写真・文章の用意や、事業の周知・
ＰＲ活動は団体が主体となって行う必要があります。

募り、

地域団体等

６月～７月


